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１．「まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会」について
「まちづくりにおける駐車場施策」として、国土交通省都市局の取り組みについて紹介する。
今年度、有識者、駐車場関係団体、地方公共団体から成る「まちづくりにおける駐車場政

策のあり方検討会」を立ち上げた。駐車場政策については、これまでも「まちづくりと連携
した駐車場施策ガイドライン」の発出などにより、まちづくりと駐車場との連携を促進して
きたところであるが、昨今の社会情勢の変化などもふまえつつ、道路交通の円滑化のみなら
ず、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり、土地の有効活用など、より包括的なま
ちづくりを見据え、今後の駐車場政策のあり方について検討を行っている。

駐車場法は、そもそも昭和のモータリゼーション全盛期に作られた法律で、駐車場を整備
して道路に車が溢れないように対策することが主眼だったが、一定程度の目標が達成されて
きたことから、この検討会では今までの駐車場法の枠組みだけではなく、包括的なまちづく



りを見据えて何が必要かを検討する、といった大きなテーマを扱うこととしており、来年度
以降も引き続き継続する予定である。検討会では次の5つの観点から議論があった。
⑴まちづくりにおける駐車場政策の理念・目的
道路交通の円滑化という駐車場法の目的だけではなくて、土地利用や歩行者中心のまちな
かなど、まちづくりにおける駐車場政策の理念や目的はどうあるべきか。

⑵施策（仕組み）のあり方
そうした理念や目的を達成するにあたってどういう施策、仕組みが必要か。

⑶公と民の役割分担のあり方
駐車場施策を進めるにあたって、公民の役割分担はどうあるべきか。

⑷まちづくりにおける駐車場の柔軟な活用のあり方
駐車場をまちなかのストックとしてどう活かしていくか。

⑸新たな時代（DX、GX）に対応した駐車場施策のあり方
デジタル・トランスフォーメーション（DX）やグリーン・トランスフォーメーション（GX）
といったものに対して、駐車場施策はどうあるべきか。

今年度は計3回開催し、平成30年に作成した「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドラ
イン」を今回の議論を踏まえて更新し、来年度以降は課題についてもう少しテーマを絞り込
んで議論し、中長期的には関係制度の見直しも考えていく必要があると考えている。これま
では駐車場を整備するという時代だったが、今後は、これからのまち（都市）における適正な
駐車場の“つくり方”“つかい方”をしっかり考えていく必要がある。
今後の具体的な検討事項の例は次の通り。



２．まちづくりと連携した駐車場施策
まちづくりと連携した駐車場施策ということで、ウォーカブルという政策、まちなかの道

路を車中心の空間から歩行者中心の空間にしていく取り組みを進めている。

そういった中で、歩行者動線を分断する駐車場出入り口の設置の制限や個別の建築物ごと
に課せられる附置義務駐車場の集約など、地域の交通事情に合わせて歩行者中心の空間を作
り、車と歩行者が共存できればと思っている。駐車場は車利用者のまちなかとの結節点、ハ
ブになるようなところで、まちと一緒に連携しながら考えていくことが重要である。例えば、
モビリティハブとして、車で駐車場まで来て、よりスローで回遊性の高い自転車などのモビ
リティに乗り換えてまちに出ていくなど、まちの中と外を“繋ぐ”役割を駐車場が担ってい
くようなことも考えられる。また、多様な人を受け入れることができるように、バリアフリ
ー対応についても、運用面を含め工夫して停めやすい駐車場の供給を進めていただきたい。
改正道路交通法が本年7月施行に向けて進められており、電動キックボードが特定小型原

動機付自転車ということで原付の一種に定められ、さらに普及してくることが想定される。
駐車場法では、「自動車」とは四輪自動車と自動二輪車（51cc以上）と規定されており、一方
で、自転車法では、「自転車等」として自転車と原動機付自転車（50㏄以下）と対象が定めら
れているが、現場においては、管理者の判断において受け入れ可能なため、地域の実情に応
じてうまく対応していただきたい。



３．新たな時代（DX、GX）に対応した駐車場施策のあり方
DXやGXといった文脈では、EV車の普及に向けた充電施設の拡充が必要だと考えている。

駐車場事業者についても充電施設の設置を進めていただきたい。
自動運転への対応として国内でも自動バレーパーキングの実証実験が行われており、海外

では実際に商用サービスとして実装が始まっている。自動バレーパーキングに関する国際規
格も日本が中心になって進んでおり、引き続き、状況を注視していきたい。

４．令和5年度都市局関係予算概要
街路交通施設課は主に都市交通の分野を扱っており、公共交通の支援を交通部局と連携

し、公共交通で結ぶ軸と拠点、その両方の支援を強化することを予定している。拠点の中で
は、回遊性を高められるようシェアモビリティ普及のための制度拡充やバリアフフリー対策
が実行しやすくなるよう規模要件の撤廃などを行うことを予定している。これらを含めて、
地方公共団体とまちづくりの一環で駐車場整備をする場合には、一定の支援制度があるた
め、民間の事業者も地方公共団体と連携しながらまちづくりと一体となった駐車場整備と運
営を引き続き実施していただきたい。


